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序

言
一
表
に
お
け
る
記
述
の
意
図
性

二
「
十
二
諸
侯
年
表
」
に
つ
い
て

三
「
六
国
年
表
」
に
つ
い
て

四
「
漠
典
以
来
諸
侯
年
表
」
に
つ
い
て

結
語

序

言近
年
、
中
国
大
陸
に
お
け
る
『
史
記
』
研
究
で
は
、
司
馬
遷
の
思
想
を

主
題
と
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
に
、
『
史
記
』
と
『
春

（注

1
)

秋
』
あ
る
い
は
『
公
羊
伝
』
と
の
関
係
を
論
じ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
研
究
に
お
い
て
、
『
史
記
』
の
表
は
、
そ
の
序
文
を
除
く
と
、
引
用

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

し
か
し
、
表
は
司
馬
遷
自
身
が
「
春
秋
の
後
を
踵
ぎ
」
（
六
国
年
表
・

序
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
強
く
『
春
秋
』
を
意
識
し
て
著
さ
れ
た
も

の
の
は
ず
で
あ
る
。
『
史
記
』
と
『
春
秋
』
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
な
ら

『
史
記
』

表
に
お
け
る
書
法
意
識

ば
、
表
の
本
文
の
内
容
は
看
過
し
得
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

箪
者
は
先
に
、
本
誌
の
宇
号
(
-
九
八
八
年
）
に
お
い
て
、
主
と
し
て

表
の
用
字
の
検
討
を
通
し
て
、
表
の
構
成
意
図
に
つ
い
て
の
論
考
「
『
史

記
』
表
の
意
図
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
研
究
を
さ
ら
に
進
め
、
本
稿
で
は

表
の
記
事
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
取
捨
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
表
と
『
史

記
』
の
他
の
部
門
と
の
記
事
の
相
違
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
と

い
っ
た
点
を
、
主
に
「
十
二
諸
侯
年
表
」
・
「
六
国
年
表
」
・
「
漢
興
以

来
諸
侯
年
表
」
の
検
討
を
通
し
て
考
察
し
、
表
の
作
ら
れ
た
意
図
が
ど
こ

に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
り
た
い
。

底
本
に
は
金
陵
書
局
本
（
光
緒
四
年
・
金
陵
書
局
刊
）
『
史
記
』
を
用

い
た
。
な
お
『
史
記
会
注
考
証
』
本
は
、
理
由
を
示
さ
ず
に
字
句
を
改
め

て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
表
記
自
身
の
問
題
を
探
る
本
稿
の
性
格
上
、

参
考
す
る
に
と
ど
め
、
用
い
な
か
っ
た
。

寺

門

日

出

男

(1) 
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表
に
お
け
る
記
述
の
意
図
性

｀
ー
、ー,t,
 

『
史
記
』
は
、
そ
の
性
格
上
『
春
秋
』
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

と
り
わ
け
、
司
馬
遷
が
公
羊
学
者
董
仲
舒
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

『
公
羊
伝
』
と
の
関
連
の
有
無
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

例
え
ば
呉
汝
煤
撰
「
〈
史
記
》
与
公
羊
学
」
は
、
司
馬
遷
が
公
羊
学
に

対
し
て
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
や
公
羊
学
か
ら
の
影
響

を
受
け
て
い
る
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し
て
い
る
。
（
江
蘇
教
育
出
版
社

『
史
記
論
稿
』
所
収
•
一
九
八
六
年
）

し
か
し
、
『
公
羊
伝
』
と
の
比
較
研
究
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
『
左

氏
伝
』
と
比
較
を
す
る
場
合
で
も
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
本
紀
・

世
家
・
列
伝
が
中
心
で
あ
り
、
表
は
そ
の
序
文
を
例
外
と
す
れ
ば
、
ほ
と

ん
ど
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
表
の
本
文
は
、
趙
翼
が

「
凡
そ
列
侯
将
相
、
三
公
九
卿
、
功
名
の
表
著
な
る
者
は
、
既
に
為
に
伝

を
立
つ
。
此
の
外
、
大
臣
の
功
無
く
過
無
き
者
、
之
を
伝
ふ
る
に
伝
と
す

る
に
勝
へ
ず
、
而
れ
ど
も
又
尽
く
は
没
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
表
に
之

を
載
す
」
（
『
二
十
二
史
劉
記
』
巻
一
「
各
史
例
目
異
同
」
中
の
「
表
」
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
伝
を
立
て
る
ほ
ど
も
な
い
人
物
を
採
録
し
た
も
の
、

す
な
わ
ち
本
紀
・
列
伝
等
の
補
い
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
が
支
配
的
だ

か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
従
来
の
こ
の
よ
う
な
観
点
が
、
誤
っ
た
判
断
を
下
し
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
伍
子
骨
の
復
讐
諏
の
、
次
の
よ
う
な
記
述

の
相
違
か
ら
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

①
（
楚
昭
王
十
年
）
呉
・
祭
伐
我
、
入
郎
、
昭
王
亡
。
伍
子
舒
鞭
平
王

墓
。
（
十
二
諸
侯
年
表
）

②
及
呉
兵
入
郵
、
伍
子
脊
求
昭
王
。
既
不
得
、
乃
掘
楚
平
王
墓
、
出
其

戸
、
鞭
之
三
百
、
然
後
已
。
（
伍
子
舒
列
伝
）

「
十
二
諸
侯
年
表
」
で
は
讐
に
報
い
た
の
が
「
墓
」
で
あ
る
の
に
対

し
、
「
伍
子
脊
列
伝
」
で
は
、
墓
か
ら
掘
り
起
し
た
「
戸
（
し
か
ば
ね
）
」

（注

2
)

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
『
公
羊
伝
』
も
特
に
取
り
上
げ
て
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

③
伍
子
脊
父
誅
乎
楚
、
挟
弓
而
去
楚
、
以
干
閾
甑
。
閾
塵
曰
、
「
士
之

甚
、
勇
之
甚
。
」
将
為
之
興
師
而
復
揺
子
楚
。
伍
子
脊
復
日
、
「
諸
侯

不
為
匹
夫
興
師
。
且
臣
聞
之
、
事
君
猶
事
父
也
。
栃
君
之
義
、
復
父
之

揺
、
臣
不
為
也
。
」
（
定
公
四
年
）

呉
王
閾
厭
が
、
伍
子
脊
の
た
め
に
兵
を
興
し
て
楚
に
復
讐
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
伍
子
脊
は
君
臣
の
義
を
欠
く
こ
と
を
憂
え
て
、
こ
れ
を
押
し
止

め
て
い
る
。
さ
ら
に
『
公
羊
伝
』
に
よ
れ
ば
、
楚
の
昭
王
は
無
道
な
君
主

で
あ
り
、
理
由
も
な
く
察
国
を
攻
撃
す
る
。
祭
に
助
け
を
求
め
ら
れ
、
伍

子
骨
は
呉
の
兵
を
率
い
て
楚
軍
を
討
ち
、
父
の
讐
に
報
い
る
の
で
あ
る
。

一
度
は
「
君
の
義
を
栃
」
＜
こ
と
を
慮
り
、
し
か
も
、
父
の
讐
を
討
つ
際

に
も
、
「
中
国
を
憂
」
え
て
暗
君
を
討
つ
と
い
う
大
義
名
分
も
備
わ
っ
て

い
る
。
『
公
羊
伝
』
に
描
か
れ
る
伍
子
脊
は
、
ま
さ
し
く
「
士
の
甚
だ
し

き
、
勇
の
甚
だ
し
き
」
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
史
記
』
「
十
二

諸
侯
年
表
」
に
見
え
る
「
墓
」
に
鞭
打
つ
伍
子
脊
は
、
右
の
『
公
羊
伝
』

の
描
く
伍
子
脊
像
と
、
訛
罷
を
来
さ
な
い
。

(2) 
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一
方
、
「
伍
子
脊
列
伝
」
に
見
え
る
、
「
戸
」
に
鞭
打
つ
行
為
は
、
い

か
に
父
の
讐
と
は
い
え
、
元
の
主
君
に
対
し
て
礼
を
失
し
た
、
明
ら
か
な

行
き
す
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
復
讐
諏
は
、
他
書
（
『
呂
氏
春
秋
』
首
時
篇
・

『
淮
南
子
』
泰
族
訓
・
『
新
書
』
耳
痺
篇
・
『
穀
梁
伝
』
定
公
四
年
）
に

も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
全
て
「
墓
」
に
鞭
打
つ
と
い
う
表
記
に
な
っ
て

お
り
、
「
伍
子
脊
列
伝
」
の
表
現
は
、
伍
子
脊
の
怨
念
の
凄
ま
じ
さ
を
演

出
し
よ
う
と
し
て
、
司
馬
遷
が
改
め
た
も
の
と
論
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

,~., 

2
 

,' 

さ
ら
に
、
漠
代
思
想
を
扱
う
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
災
異
の
記
録
に

つ
い
て
も
、
表
は
他
の
部
門
と
異
な
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
も
の
が
見
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
に
あ
げ
る
彗
星
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
表
と
世
家

と
で
は
全
く
異
な
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
。

④
周
敬
王
四
年
（
前
五
一
六
年
）

（
斉
）
彗
星
見
。
晏
子
曰
、
田
氏
有
徳
於
斉
。
可
畏
。
（
十
二
諸
侯

年
表
）

右
の
よ
う
に
、
表
に
お
い
て
は
彗
星
が
田
氏
の
隆
盛
の
前
兆
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
話
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
「
斉
太
公
世
家
」
で
は
、

彗
星
を
凶
兆
と
し
て
恐
れ
る
主
君
を
、
晏
子
が
機
転
を
き
か
せ
て
諌
め
る

と
い
う
、
全
く
違
っ
た
話
に
な
っ
て
い
る
。

⑤
三
十
二
年
、
彗
星
見
3

景
公
坐
柏
寝
、
嘆
曰
、
「
堂
堂
。
誰
有
此
乎
。
」

群
臣
皆
泣
。
晏
子
笑
。
公
怒
°
晏
子
曰
、
「
臣
笑
群
臣
誤
甚
o

」
景
公

曰
、
「
彗
星
出
東
北
。
当
斉
分
野
。
寡
人
以
為
憂
。
」
晏
子
曰
、

高
台
深
池
、
賦
緻
如
弗
得
、
刑
罰
恐
弗
勝
。
茄
星
将
出
3

替
星
何
憫
乎
。
」

公
曰
、
「
可
腺
否
。
」
晏
子
曰
、
「
使
神
可
祝
而
来
、
亦
可
顔
而
去
也
。

百
姓
苦
怨
以
万
数
。
而
君
令
一
人
顔
之
、
安
能
勝
衆
口
乎
。
」
是
時
景

公
好
宮
室
、
緊
狗
馬
、
奢
俊
、
厚
賦
重
刑
、
故
晏
子
以
諌
之
。
（
斉
太

公
世
家
）

ま
た
、
焚
惑
（
火
星
）
が
一
箇
所
に
留
ま
る
と
い
う
次
の
事
件
も
、
表

と
世
家
と
で
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。

⑥
三
十
七
年
、
楚
恵
王
滅
陳
。
焚
惑
守
心
。
心
、
宋
之
分
野
也
。
景
公

憂
之
。
司
星
子
窟
日
、
「
可
移
於
相
。
」
景
公
曰
、
「
相
、
吾
之
股
肱
。
」

日
、
「
可
移
於
民
こ
景
公
曰
、
「
君
者
待
民
3

」
曰
、
「
可
移
於
歳
。
」

景
公
曰
、
「
歳
飢
民
困
、
吾
誰
為
君
。
」
子
茸
曰
、
「
天
高
聴
卑
°
君

有
君
人
之
言
三
、
焚
惑
宜
有
動
。
」
於
是
候
之
、
果
徒
三
度
。
（
宋
微

子
世
家
）

こ
こ
で
は
、
君
主
の
徳
に
よ
っ
て
、
焚
惑
が
移
動
し
た
と
い
う
事
件
が

記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
景
公
が

い
か
に
有
徳
の
君
主
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
で

は
景
公
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
、
一
切
触
れ
ず
、
た
だ
次
の
よ
う
に
記

す
だ
け
で
あ
る
。

⑦
周
敬
王
四
十
年
（
前
四
八

0
年）

（
宋
）
焚
惑
守
心
。
子
窟
曰
、
「
善
。
」
（
十
二
諸
侯
年
表
）

す
な
わ
ち
、
こ
の
焚
惑
の
事
件
は
、
単
に
吉
兆
と
し
て
記
さ
れ
る
だ
け

で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
人
物
描
写
は
、
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
表
の
記
述
は
簡
略
を
旨
と
し

(3) 
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て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
反
論
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で

は
な
い
。
「
十
二
諸
侯
年
表
」
に
お
い
て
、
災
異
の
記
録
が
最
も
多
く
載

せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
魯
国
で
あ
る
。
表
に
お
い
て
、
日
鉗
や
彗
星
の
記

事
が
、
次
の
よ
う
に
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑧
周
平
王
五
十
一
年
（
前
七
二

0
年）

（
魯
）
二
月
、
日
鉗
。

⑨
周
荘
王
十
年
（
前
六
八
七
年
）

（
魯
）
星
隕
如
雨
、
与
雨
偕
。

⑭
周
襄
王
七
年
（
前
六
四
五
年
）

（
魯
）
五
月
、
日
有
食
之
。
不
書
、
史
官
失
之
。

⑪
周
頃
王
六
年
（
前
六
一
三
年
）

（
魯
）
彗
星
入
北
斗
、
周
史
曰
、
「
七
年
、
宋
•
斉
•
晋
君
死
。
」

と
こ
ろ
が
「
魯
周
公
世
家
」
に
お
い
て
、
魯
国
の
災
異
に
つ
い
て
は
一

つ
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
表
の
記
述
方
法
は
簡
略
を
旨
と
す
る

と
は
、
け
っ
し
て
い
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
表
と
い
う
部
門
は
、

マ
マ

「
盛
衰
の
大
指
を
著
は
し
」
（
十
二
諸
侯
年
表
）
、
「
自
ら
鏡
（
鑑
）
み

る
」
（
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
）
こ
と
を
意
図
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
世
家
・
列
伝
な
ど
は
表
に
比
し
て
、
人
物
描
写

に
比
重
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
°

前
掲
呉
汝
煤
論
文
は
、
司
馬
遷
は
災
異
説
に
対
し
て
懐
疑
的
な
態
度
を

取
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
表
の
記
述
を

検
討
す
る
と
、
そ
の
よ
う
に
は
断
じ
ら
れ
な
い
。
司
馬
遷
の
思
想
を
究
明

す
る
た
め
に
は
、
表
の
記
事
を
も
含
め
た
『
史
記
』
全
篇
を
対
象
と
す
る

「
十
二
諸
侯
荏
表
」
に
つ
い
て

1

ーヽ,-
f
 

ま
ず
、
春
秋
期
の
表
か
ら
検
討
す
る
。
周
の
宜
王
の
即
位
（
前
八
四
一

年
）
か
ら
、
敬
王
の
崩
御
（
前
四
七
七
年
）
ま
で
の
年
表
に
あ
た
る
の
が
、

「
十
二
諸
侯
年
表
」
で
あ
る
。

「
十
二
諸
侯
年
表
」
は
、
『
春
秋
』
と
年
代
の
重
な
る
部
分
が
あ
る
が
、

そ
の
記
事
は
『
春
秋
』
と
か
な
り
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
晋
の

霊
公
が
殺
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
両
者
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

⑫
周
匡
王
六
年
（
前
六

0
七
年
）

（
晋
）
趙
穿
殺
霊
公
、
趙
盾
使
穿
迎
公
子
黒
臀
子
周
、
立
之
。
(
+

二
諸
侯
年
表
）

⑬
秋
九
月
乙
丑
、
晋
趙
盾
試
其
君
夷
抑
。
（
『
春
秋
』
宣
公
二
年
）

主
君
を
殺
し
た
人
物
の
名
が
違
う
が
、
実
際
に
霊
公
を
殺
し
た
の
は
、

趙
穿
の
方
で
あ
る
。
『
春
秋
』
が
「
趙
盾
」
に
作
っ
て
い
る
の
は
、
自
分

の
主
君
が
殺
さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
讐
を
討
と
う
と
し
な
か
っ

た
趙
盾
に
対
す
る
筆
誅
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史

事
実
の
改
変
と
い
う
よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
い
な
い
。

け
れ
ど
も
、
事
実
の
改
変
こ
そ
見
ら
れ
な
い
が
、
表
に
お
け
る
記
事
の

採
り
方
に
は
、
意
図
的
な
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

周
王
が
諸
侯
に
策
命
（
辞
令
書
）
を
渡
し
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(4) 



395 

周
襄
王
十
年
（
前
六
六
七
年
）

賜
斉
侯
命
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
周
襄
王
三
年
に
、
晋
の
恵
公
に
策
命
が
渡
さ
れ
た

こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
。
『
左
氏
伝
』
に
そ
の
理
由
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑮
天
王
使
部
武
公
・
内
史
過
賜
晋
侯
命
。
受
玉
惰
。
過
帰
、
告
王
曰
、

「
晋
侯
其
無
後
乎
。
王
賜
之
命
、
而
惰
於
受
瑞
。
先
自
棄
也
已
。
其
何

継
之
有
。
礼
国
之
幹
也
。
敬
、
礼
之
典
也
。
不
敬
、
則
礼
不
行
。
礼
不

行
、
則
上
下
昏
°
何
以
長
世
。
」

す
な
わ
ち
、
晋
の
恵
公
は
天
子
か
ら
玉
を
受
け
る
時
、
そ
の
作
法
が
無

礼
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
性
格
の
事
件
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

に
一
方
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
司
馬
遷
が
意
図
的
に
削
っ
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。

「
十
二
諸
侯
年
表
」
は
ま
た
、
夫
人
や
愛
妾
に
つ
い
て
の
記
述
も
多
く

見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
全
て
を
記
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
国
家
の
事
件

（注

3
)

と
関
わ
り
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
載
せ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

⑮
（
晋
）
取
斉
女
為
夫
人
。
（
前
八

0
八
年
）

以
伐
條
生
太
子
仇
。
（
前
八

0
五
年
）

以
千
畝
戦
。
生
仇
弟
成
師
°
二
子
名
反
、
君
子
磯
之
。
後
乱
。

（
前
八

0
二
年
）

⑰
（
鄭
）
姿
申
侯
女
武
妾
。
（
前
七
六
一
年
）

生
荘
公
贈
生
。
（
前
七
五
七
年
）

⑭ 

，
、2
 

,
i↓
 

「
十
二
諸
侯
年
表
」
に
お
い
て
は
、
箪
削
の
み
な
ら
ず
、
表
現
を
使
い

分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
義
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

君
主
が
交
替
す
る
場
合
、
「
十
二
諸
侯
年
表
」
で
は
、
原
則
と
し
て
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

⑲
周
桓
王
五
年
（
前
七
一
五
年
）

秦
寧
公
元
年
。

周
襄
王
二
十
五
年
（
前
六

（
魯
）
倦
公
蒻
。

周
襄
王
二
十
六
年

⑳
 

七
年
）

生
大
叔
段
、
母
欲
立
段
、
公
不
聴
°

段
作
乱
、
奔
。
（
前
七
二
二
年
）

⑱
（
宋
）
生
魯
桓
公
母
。
（
前
七
四
八
年
）

（
魯
）
大
夫
班
請
殺
桓
公
、
求
為
相
、
公
不
聴
、
即
殺
公
。

魯
桓
公
允
元
年
。
母
宋
武
公
女
、
生
手
文
為
魯
夫
人
。

夫
人
の
こ
と
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
後
に

国
内
に
乱
れ
が
起
っ
て
い
る
。
⑮
の
場
合
、
夫
人
が
生
ん
だ
二
子
は
、
後

に
王
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
殺
し
合
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
⑰
の
場
合
、

武
妾
は
、
少
子
の
段
を
寵
愛
し
、
後
に
段
の
反
乱
の
火
種
を
作
っ
て
い
る
。

⑬
の
場
合
、
桓
公
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
先
君
の
隠
公
を
試
し
て
君
主
に

な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
乱
れ
の
端
緒
が
、
そ

の
母
に
あ
る
と
考
え
て
、
あ
え
て
表
に
載
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
前
七
五
四
年
）

(5) 
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魯
文
公
興
元
年
。

⑲
の
よ
う
に
、
前
君
の
死
を
記
さ
な
い
も
の
と
、
⑳
の
よ
う
に
記
す
場
合

が
あ
る
が
、
位
に
即
い
た
と
い
う
こ
と
を
特
に
記
さ
な
い
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
君
を
試
逆
し
て
、
自
ら
が
即
位
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
に

「
自
ら
立
つ
」
、
あ
る
い
は
「
立
つ
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
る
。

＠
周
桓
王
元
年
（
前
七
一
九
年
）

（
衛
）
州
旺
試
公
自
立
。

墳
周
荘
王
十
一
年
（
前
六
八
六
年
）

（
斉
）
母
知
殺
君
自
立
。

⑬
周
平
王
三
十
一
年
（
前
七
四

0
年）

（
楚
）
武
王
立
。

⑬
に
つ
い
て
は
「
楚
世
家
」
に
「
紛
冒
弟
熊
通
試
紛
冒
子
而
代
立
、
是

為
楚
武
王
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
正
規
の
後
継
者
を
退
け
て
即
位
し
た
場
合
に
も
、
同
様
な
表

記
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑭
周
宣
王
四
十
三
年
（
前
七
八
五
年
）

（
晋
）
秒
侯
卒
、
弟
瘍
叔
自
立
、
太
子
仇
出
奔
°

命
）
周
頃
王
六
年
（
前
六
一
三
年
）

（
斉
）
昭
公
卒
°
弟
商
人
殺
太
子
自
立
、
是
為
妹
公
。

こ
れ
ら
の
例
で
は
、
「
立
」
・
「
自
立
」
と
い
う
文
字
は
、
明
確
な
磯

刺
の
言
葉
で
は
な
い
も
の
の
、
あ
え
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
誅
を

加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

王
位
の
継
承
に
つ
い
て
、
逆
に
褒
詞
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

函
）
周
平
王
四
十
二
年
（
前
七
二
九
年
）

（
宋
）
公
卒
、
命
立
弟
和
、
為
穆
公
。

＠
周
平
王
五
十
一
年
（
前
七
二

0
年）

公
属
孔
父
立
瘍
公
。
薦
奔
鄭
。

宋
の
穆
公
が
、
死
の
床
に
あ
っ
て
、
自
分
の
姪
（
兄
弟
の
子
）
の
瘍
公

を
後
継
に
立
て
る
よ
う
頼
み
、
実
子
の
渇
を
姪
の
邪
眺
に
な
ら
ぬ
よ
う
、

鄭
に
出
奔
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
穆
公
も
、
兄
の
宣
公

（
瘍
公
の
父
）
に
位
を
譲
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
穆
公
は
兄
の
恩
を
忘
れ
ず
、

実
子
の
厖
を
追
い
や
っ
て
、
殉
公
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
「
宋
微
子
世
家
」

に
は
、
次
の
よ
う
な
賛
辞
を
記
し
て
い
る
。

⑱
君
子
聞
之
日
、
「
宋
宣
公
可
謂
知
人
突
。
立
其
弟
以
成
義
、
然
卒
其

子
復
享
之
」
。

こ
う
し
て
、
他
の
記
事
と
は
違
っ
て
「
立
」
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
善
を
善
と
し
悪
を
悪
と
し
、
賢
を
賢
と
し
不
肖
を
賤
し
」

（
太
史
公
自
序
）
め
よ
う
と
、
司
馬
遷
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

ら

O
ヵ

、＇、3
 

'

,

 

「
十
二
諸
侯
年
表
」
に
お
い
て
、
更
に
特
異
な
も
の
は
、
祭
祠
（
祭
祀
）

の
記
述
で
あ
る
。

⑲
周
平
王
元
年
（
前
七
七

0
年）

（
秦
）
初
立
西
時
、
祠
白
帝
。

(6) 
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＠ ⑳
 
⑳
 

一
層
明
ら

周
平
王
十
五
年
（
前
七
五
六
年
）

（
秦
）
作
廓
時
。

周
平
王
二
十
四
年
（
前
七
四
七
年
）

（
秦
）
作
祠
陳
宝
。

周
恵
王
元
年
（
前
六
七
六
年
）

（
秦
）
初
作
伏
、
祠
社
、
傑
狗
邑
四
門
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
秦
の
み
に
し
か
祭
祠
の
記
事
は
見
ら
れ

な
い
。
な
ぜ
、
秦
だ
け
に
記
す
の
か
。
「
六
国
年
表
」
序
に
、
そ
の
手
が

か
り
が
あ
る
。

⑮
太
史
公
読
『
秦
記
』
、
至
犬
戎
敗
幽
王
、
周
東
徒
洛
邑
、
秦
襄
公
始

封
為
諸
侯
、
作
西
時
用
事
上
帝
、
僭
端
見
突
。
（
六
国
年
表
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
⑲
の
「
初
め
て
西
時
を
立
て
、
白
帝
を
祠
」
っ
た
こ

と
を
、
司
馬
遷
は
諸
侯
が
天
子
の
礼
を
犯
す
よ
う
に
な
っ
た
発
端
と
考
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
翁
）
は
周
王
室
の
衰
退
、
諸
侯
の
勃
興
の
契
機
と
な
る

事
件
と
と
ら
え
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
あ
え
て
採
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

S

O

 

う
カも
ち
ろ
ん
、
「
六
国
年
表
」
序
に
も
あ
る
よ
う
に
、
諸
国
の
史
書
が
い

わ
ゆ
る
焚
書
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
依
処
す
べ
き
資
料
が
『
秦
記
』
な
ど
に

限
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

表
の
記
述
は
司
馬
遷
の
取
捨
選
択
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
⑳
ア
⑲
）
は
、
何

ら
か
の
必
要
性
を
感
じ
た
が
ゆ
え
に
、
採
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
表
の
序
文
に
お
け
る
司
馬
遷
の
言
業
か
ら
も
、

⑰ か
で
あ
る
。

蒻
於
是
譜
十
二
諸
侯
、
自
共
和
記
孔
子
、
表
見
『
春
秋
』
・
『
国
語
』
学

者
所
諷
盛
衰
大
指
著
子
篇
、
為
成
学
治
古
文
者
要
剛
焉
。
（
十
二
諸
侯

年
表
）

⑮
独
有
『
秦
記
』
、
又
不
載
日
月
、
其
文
略
不
具
°
然
戦
国
之
権
変
亦

有
可
頗
采
者
。
何
必
上
古
。
（
中
略
）
余
於
是
因
『
秦
記
』
、
踵
『
春

秋
』
之
後
、
起
周
元
王
、
表
六
国
時
事
、
記
二
世
、
凡
二
百
七
十
年
、

著
諸
所
聞
興
壊
之
端
。
後
有
君
子
、
以
覧
観
焉
。
（
六
国
年
表
）

「
十
二
諸
侯
年
表
」
・
「
六
国
年
表
」
は
、
権
力
の
変
化
の
終
始
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
司
馬
遷
は
⑮
に
お
い
て
、

秦
の
隆
盛
の
き
ざ
し
を
発
見
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
六
国
年
表
」
に
つ
い
て

,
1
J
 
ー9_
↓
 

次
に
戦
国
期
の
表
の
検
討
に
移
り
た
い
。
戦
国
期
の
年
表
に
あ
た
る
の

は
、
「
六
国
年
表
」
で
あ
る
。
「
六
国
年
表
」
も
や
は
り
、
歴
史
事
実
の

単
な
る
羅
列
で
は
な
い
。

国
家
間
の
会
盟
を
記
す
場
合
、
「
六
国
年
表
」
に
お
い
て
は
、
例
え
ば

次
の
よ
う
に
双
方
の
国
家
の
立
場
か
ら
の
記
述
を
す
る
も
の
が
あ
る
。

⑮
周
顕
王
十
四
年
（
前
三
五
五
年
）

（
秦
）
与
魏
王
会
杜
平
。
（
「
杜
平
」
は
映
西
省
の
地
名
）

（
魏
）
与
秦
孝
侯
会
杜
平
。

周
顕
王
四
十
年
（
前
三
二
九
年
）

(7) 
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（
秦
）
与
魏
会
応
。
（
「
応
」
は
河
南
省
の
地
名
）

（
魏
）
与
秦
会
応
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
同
様
の
性
格
の
事
件
で
あ
り
な
が
ら
、

一
方
の
国
家
の
立
場
か
ら
の
記
述
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
。

⑱
周
顕
王
十
八
年
（
前
三
五
一
年
）

（
趙
）
与
魏
盟
滴
水
上
。

た
だ
し
、
一
方
だ
け
の
国
家
の
立
場
か
ら
の
記
述
は
、
次
の
⑲
以
降
、

秦
と
関
係
が
あ
る
場
合
の
み
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
。

⑲
周
顕
王
十
九
年
（
前
三
五

0
年）

（
魏
）
興
秦
遇
形
。

＠
周
報
王
七
年
（
前
三

0
八
年
）

（
魏
）
与
秦
会
応
°

（
韓
）
与
秦
会
臨
晋
。
（
「
臨
晋
」
は
狭
西
省
の
地
名
）

右
の
例
の
よ
う
に
、
前
三
五

0
年
よ
り
も
年
代
が
後
に
な
る
と
、
秦
の

側
に
は
、
諸
侯
と
会
盟
し
た
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、

秦
と
他
の
諸
侯
と
を
、
対
等
に
扱
わ
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
次
の
例
に
お
い
て
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。

＠
周
報
王
十
三
年
（
前
三

0
二
年
）

（
秦
）
魏
王
来
朝
。

（
魏
）
与
秦
会
臨
晋
。

魏
の
記
述
に
は
「
秦
と
臨
晋
に
会
す
」
と
い
う
対
等
の
関
係
の
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
秦
の
そ
れ
に
は
「
来
り
朝
す
」
と
い
う
、
君
臣
関

係
を
示
す
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
会
盟
の
記
録
を
見
る

限
り
で
は
、
し
だ
い
に
秦
が
優
位
に
立
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
記
述
が
、
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
争
の
記
録
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
ほ
ぽ
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。

「
六
国
年
表
」
の
前
半
分
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

＠
周
威
烈
王
八
年
（
前
四
一
八
年
）

（
秦
）
与
魏
戦
少
梁
。

⑬
周
安
王
元
年
（
前
四

0
一年）

（
秦
）
伐
魏
、
至
陽
狐
。

（
魏
）
秦
伐
我
、
至
陽
狐
°

＠
周
安
王
十
五
年
（
前
三
八
七
年
）

（
秦
）
蜀
取
我
南
鄭
。
（
「
南
鄭
」
は
陳
西
省
の
地
名
）

こ
れ
を
見
る
と
戦
争
の
当
時
者
双
方
に
記
述
が
あ
る
も
の
（
＠
）
と
な

い
も
の
(
@
•
@
）
と
の
相
違
は
あ
る
が
、
秦
と
他
国
と
は
、
ほ
ぽ
対
等

の
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
周
顕
王
五
年

（
前
三
六
四
年
）
以
降
に
お
い
て
は
、
＠
i
＠
に
見
ら
れ
た
国
対
国
と
い

う
記
述
以
外
の
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
に
示
す
。

⑮
周
顕
王
五
年
（
前
三
六
四
年
）

（
秦
）
章
蝠
与
晋
戦
石
門
、
斬
首
六
万
、
天
子
賀
。

周
顕
王
十
八
年
（
前
三
五
一
年
）

（
秦
）
衛
映
囲
固
陽
、
降
之
。

周
報
王
二
年
（
前
三
一
三
年
）

（
秦
）
樗
里
子
撃
蘭
陽
、
隅
趙
将

（
趙
）
秦
抜
我
閥
、
虜
将
趙
荘
。

＠
 
⑮ 

(8) 



周
報
王
三
十
一
年
（
前
二
八
四
年
）

（
秦
）
尉
斯
離
与
韓
•
魏
．
燕
•
趙
共
撃
。

（
魏
）
与
秦
撃
斉
済
西
。
与
秦
王
会
。

（
韓
）
与
秦
撃
斉
済
西
。
与
秦
王
会
。

（
燕
）
与
秦
•
三
晋
撃
斉
。

（
斉
）
五
国
共
撃
滑
王
、
王
走
営
。

⑮
•
⑮
は
秦
と
魏
と
の
、
⑰
ほ
秦
と
趙
と
の
、
⑱
は
秦
•
韓
•
魏
．
燕
．

趙
の
連
合
軍
と
、
斉
と
の
戦
い
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
＠

心
と
は
違
っ
て
、
秦
の
記
事
の
主
体
が
秦
と
い
う
国
家
で
は
な
く
、
秦

の
臣
下
で
あ
る
。
特
に
⑮
に
お
い
て
は
、
都
尉
の
斯
離
と
、
韓
•
魏
・
燕
．

趙
と
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
⑮
の
周
顕
王
五
年
以
降
、

全
て
が
こ
の
よ
う
な
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
⑫
了
ぬ
宗
ぃ

形
式
の
記
事
と
錯
綜
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
⑮
？
~
の
形
式

の
も
の
の
割
合
が
し
だ
い
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
六
国

年
表
」
の
資
料
と
さ
れ
た
も
の
が
、
主
と
し
て
『
秦
記
』
に
拠
っ
た
こ
と

が
、
そ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
世
家
の
記
述
を
見

る
と
、
戦
国
末
期
の
秦
以
外
の
国
の
将
軍
の
名
も
、
判
明
し
て
い
た
も
の

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
記
さ
ず
、
あ
え
て
秦
の
も
の
だ
け
を
記
し

た
の
は
、
や
は
り
司
馬
遷
の
意
図
的
な
筆
法
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
次
に
示
す
「
魏
世
家
」
と
「
六
国
年
表
」
と
の
相
違
に
つ
い
て

も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。

⑲
)
周
顕
王
三
十
一
年
（
前
三
三
八
年
）

9

（注
4
）

89

（
魏
）
衛
映
亡
帰
我
。
我
恐
、
弗
内
。
（
六
国
年
表
）

⑮
 

命
）
（
魏
恵
王
）
―
―

入
。
（
魏
世
家
）

「
恐
」
と
「
怒
」
と
の
わ
ず
か
一
字
の
違
い
で
は
あ
る
が
、
秦
と
魏
と

の
関
係
を
考
え
る
上
で
は
、
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
秦
の
商
映
が
、
孝
公

の
死
後
、
亡
命
し
よ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
、
有
名
な
事
件
に
つ
い

て
の
記
録
で
あ
る
。
魏
は
過
去
に
商
映
の
奸
計
に
よ
っ
て
辛
酸
を
な
め
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
「
魏
世
家
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
魏
は
商
映
に
対
す
る

怒
り
か
ら
、
彼
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
表
の
記

述
で
は
、
強
大
に
な
っ
た
秦
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
、
彼
を
亡
命
さ
せ
な
か
っ

た
と
読
み
と
れ
る
。

一
年
、
秦
孝
公
卒
、
商
君
亡
秦
怖
魏
°
魏
怒
、
不

9

9

 2
 

，ー，

さ
ら
に
、
「
六
国
年
表
」
の
個
々
の
記
事
が
、
ど
の
国
を
主
体
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
み
る
と
、
司
馬
遷
が
秦
の
隆
盛
を
意
図
的

に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
。

「
六
国
年
表
」
に
お
い
て
、
最
も
多
く
主
語
と
な
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
国

は
、
秦
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
「
六
国
年
表
」
序
に
お
い
て
「
余

是
に
於
て
秦
記
（
秦
国
の
歴
史
書
）
に
因
り
」
と
司
馬
遷
自
身
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
依
っ
た
資
料
が
秦
国
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ

る
と
基
本
的
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
秦
を
主
体
と
し
た
記
事
は
、

「
六
国
年
表
」
全
体
に
亙
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
試
み
に
、

秦
に
次
い
で
多
く
主
語
と
な
っ
て
い
る
魏
と
そ
の
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、

次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
（
諸
侯
王
が
主
語
の
も
の
を
含
む
。
）

(9) 
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い
く
ら
か
の
波
は
あ
る
も
の
の
、
秦
に
関
わ
る
も
の
が
し
だ
い
に
増
え
、

逆
に
魏
の
方
は
、
晋
か
ら
分
立
し
て
諸
侯
に
列
せ
ら
れ
て
か
ら
（
前
四
〇

三
年
）
、
そ
の
数
が
増
え
て
は
い
る
が
、
や
が
て
秦
と
入
れ
替
わ
る
か
の

よ
う
に
そ
の
数
を
減
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

秦
が
強
大
に
な
る
に
つ
れ
、
秦
を
主
体
と
し
た
記
事
が
増
え
る
の
は
当

然
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
世
家
の
記
事
と
対
照
す

る
と
、
「
六
国
年
表
」
は
、
戦
国
末
期
の
秦
と
は
無
関
係
の
事
件
を
、
あ

え
て
削
除
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
趙
世
家
」

の
戦
国
末
期
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
括
弧
[
]

を
付
し
た
と
こ
ろ
は
、
表
に
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

＠
悼
襄
王
元
年
、
天
備
魏
。
欲
通
平
邑
•
中
牟
之
道
、
不
成

o
]
ニ

年
、
玉
牧
将
、
攻
燕
、
抜
武
遂
う
・
方
城
。
秦
召
春
平
君
、
因
而
留

之
。
泄
鈎
為
之
謂
文
信
侯
曰
、
春
平
君
者
、
趙
王
甚
愛
之
而
郎
中
妬
之
、

故
相
与
謀
曰
、
春
平
君
入
秦
、
秦
必
留
之
、
故
相
与
謀
而
内
之
秦
也
。

今
君
留
之
、
是
絶
趙
而
郎
中
之
計
中
也
。
君
不
如
遣
春
平
君
而
留
平
都
°

春
平
君
者
百
行
信
於
王
、
王
必
厚
割
趙
而
贖
平
都
。
文
信
侯
曰
、
善
。

因
遣
之
。
城
韓
泉
o

]

三
年
‘
[
寵
媛
将
、
攻
燕
、
禽
其
将
劇
辛
0

J
 

四
年
、
面
媛
将
趙
・
楚
•
魏
．
燕
之
鋭
師
、
攻
秦
巌
、
不
抜
°
移
攻

斉
、
取
饒
安
o

]

五
年
‘
[
偲
抵
将
、
居
平
邑
。
慶
舎
将
東
陽
河
外
師
、

守
河
梁
o

]

六
年
‘
[
封
長
安
君
以
饒
。
魏
与
趙
瑯
o

]

九
年
、
[
趙

攻
燕
、
取
狸
•
陽
城
。
兵
未
罷
‘
]
秦
攻
瑯
、
抜
之

o
[
悼
襄
王
卒
、

子
幽
謬
王
遷
立
0

J

幽
膠
王
遷
元
年
‘
[
城
柏
人
o

]

二
年
、
秦
攻
武

撼
塵
蝋
率
師
救
之
、
軍
敗
、
死
焉
。
三
年
、
秦
攻
赤
麗
・
宜
安
、

(10) 
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[
李
牧
率
師
与
戦
肥
下
、
徘
之
。
封
牧
為
武
安
君
o
]

四
年
、
秦
攻
番

吾
‘
[
李
牧
与
之
戦
、
徘
之
o
]

（
趙
世
家
）

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
秦
と
関
わ
り
の
な
い
も
の
は
、
全
て
削
除

さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
「
韓
世
家
」
に
お
い
て
も
、
括
弧
を
付
し
た
、

秦
と
は
直
接
関
係
の
な
い
事
件
は
、
表
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

＠
桓
恵
王
元
年
‘
[
伐
燕
o

]

九
年
、
秦
抜
我
匠
、
城
扮
労
。
十
年
、

秦
撃
我
於
太
行
‘
[
我
上
党
郡
守
以
上
党
郡
降
趙
o

]

十
四
年
、
秦
抜

趙
上
党
、
殺
馬
服
子
卒
四
十
余
万
於
長
平
。
十
七
年
、
秦
抜
我
陽
城
、

負
黍
。
（
韓
世
家
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
先
に
挙
げ
た
図
の
よ
う
に
、
「
六
国
年
表
」
に
お

け
る
秦
の
事
項
の
増
加
、
他
国
の
事
項
の
減
少
と
い
う
点
は
、
司
馬
遷
の

意
図
的
な
筆
法
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
漢
興
以
来
諸
侯
年
表
」
に
つ
い
て

｀
こ
~
，ー,1
,
 

次
に
漠
代
の
表
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
稿
で
は
、
の
記
録
の
、

（注
5
)

「
漢
興
以
来
諸
侯
年
表
」
を
見
る
。
春
秋
戦
国
期
の
年
表
と
同
様
に
、
い

わ
ゆ
る
一
字
褒
貶
の
意
識
を
、
そ
こ
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

諸
王
の
転
封
に
つ
い
て
は
、
全
て
十
六
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
原

則
と
し
て
次
の
よ
う
な
形
式
で
記
さ
れ
る
。

⑬
高
祖
五
年
（
前
二

0
二
年
）

（
楚
）
斉
王
信
徒
為
楚
王
元
年
。

（
斉
）
徒
楚
。

四

孝
文
前
元
年
（
前

（
瑯
瑯
）
徒
燕
。

（
燕
）
十
月
庚
戌
、
瑕
邪
王
沢
徒
燕
元
年
。
是
為
敬
王
。

孝
文
前
十
一
年
（
前
一
六
九
年
）

（
城
陽
）
徒
淮
南
。
為
郡
、
属
斉
。

孝
文
前
十
二
年
（
前
一
六
八
年
）

（
淮
南
）
城
陽
王
喜
徒
淮
南
元
年
。

記
事
の
詳
略
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
移
動
に
関
わ
る
両
国
に
、
事

実
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
次
に
挙
げ
る
二
例
だ
け
が
、
他
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
記

述
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

⑰
孝
恵
元
年
（
前
一
九
四
年
）

（
趙
）
淮
陽
王
徒
於
趙
、
名
友
、
元
年
。
是
為
幽
王
。

（
淮
陽
）
為
郡
。

⑬
高
后
七
年
（
前
一
八
一
年
）
（
注
6
)

（
趙
）
楚
呂
産
徒
梁
元
年
。

（
呂
）
呂
産
徒
王
梁
。
七
月
丁
巳
、
王
太
元
年
。
恵
帝
子
。

ど
ち
ら
も
高
祖
の
子
で
、
呂
后
に
と
っ
て
は
継
子
に
あ
た
る
。
劉
恢
．

劉
友
の
記
事
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
他
の
例
の
よ
う
に
、
⑰
の
「
淮
陽
」

に
お
い
て
は
「
徒
趙
」
と
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
蒻
）
の
「
趙
」
に
お
い

て
は
「
楚
呂
産
徒
梁
元
年
」
の
か
わ
り
に
「
徒
梁
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
特
異
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

劉
友
の
名
は
、
表
以
外
で
は
「
項
羽
本
紀
」
・
「
呂
后
本
紀
」
・
「
外

⑮ ⑮
 

⑭
 

七
九
年
）

(11) 
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戚
世
家
」
等
に
見
ら
れ
る
。
特
に
先
に
挙
げ
た
転
封
の
件
は
、

紀
」
に
詳
し
い
の
で
、
以
下
に
そ
の
部
分
を
示
す
。

⑲
（
呂
后
）
七
年
正
月
、
太
后
召
趙
王
友
。
友
以
諸
呂
女
為
后
、
弗
愛
、

愛
他
姫
°
諸
呂
女
炉
、
怒
去
。
誨
之
於
太
后
。
（
中
略
）
太
后
怒
、
以

故
召
趙
王
。
趙
王
至
、
置
邸
不
見
、
令
衛
囲
守
之
、
弗
与
食
。
（
中
略
）

趙
王
幽
死
、
以
民
礼
葬
之
長
安
民
家
次
。
（
呂
后
本
紀
）

右
の
話
に
よ
れ
ば
、
⑲
の
例
は
単
な
る
国
替
え
で
は
な
く
、
呂
后
の
怒
り

に
ふ
れ
た
劉
友
が
餓
死
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
、
異
常
な
事
件
の
結
果
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
⑰
の
劉
恢
に
つ
い
て
も
、
「
呂
后
本
紀
」
で
は
次
の
よ

う
に
自
殺
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
。

＠
梁
王
恢
之
徒
王
趙
、
心
懐
不
楽
°
太
后
以
呂
産
女
為
趙
王
后
。
王
后

従
官
皆
諸
呂
、
檀
権
、
微
伺
趙
王
、
趙
王
不
得
自
恣
°
王
有
所
愛
姫
、

王
后
使
人
敢
殺
之
。
（
中
略
）
王
悲
、
六
月
即
自
殺
o

（
呂
后
本
紀
）

劉
恢
の
場
合
も
、
呂
后
が
直
接
手
を
下
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
呂
后

一
派
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
結
果
の
死
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ひ
と
り
転
封
の
記
事
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
、
呂

后
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
王
に
つ
い
て
の
筆
致
は
、
他
の
そ
れ
と
で
は
明

ら
か
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

＠
高
祖
十
二
年
（
前
一
九
五
年
）

（
趙
•
隠
王
如
意
四
年
）
死
。

＠
高
后
七
年
（
前
一
八
一
年
）

（
燕
•
霊
王
建
十
五
年
）
絶
°

励
）
・
＠
共
に
呂
后
の
継
子
で
あ
る
と
こ
ろ
の
劉
如
意
•
劉
建
に
つ
い
て

「
呂
后
本

の
も
の
で
あ
る
。
「
漠
興
以
来
諸
侯
年
表
」
に
お
い
て
は
、
王
が
罪
を
犯

し
て
死
ん
だ
場
合
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

⑬

孝

文

前

六

年

（

前

一

七

四

年

）

．

（
淮
南
・
属
王
長
二
十
三
年
）
王
無
道
、
遥
蜀
、
死
薙
、
為
郡
°

翁
孝
景
前
三
年
（
前
一
五
四
年
）

（
楚
•
王
戊
二
十
一
年
）
反
、
誅
。

右
の
よ
う
に
、
「
無
道
」
・
「
反
」
と
い
う
罪
過
が
明
示
さ
れ
る
。
一

方
、
王
が
罪
過
な
く
し
て
死
ん
だ
場
合
、
次
の
よ
う
に
「
斃
」
の
表
現
の

（注
7
)

用
い
ら
れ
る
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

命
）
孝
文
前
五
年
（
前
一
七
五
年
）

（
楚
鬱
夷
王
那
四
年
）
既
。

⑮
孝
文
前
十
五
年
（
前
一
六
五
年
）

（
河
間
）
哀
王
福
元
年
。
鹿
、
無
後
、
国
除
為
郡
。

と
す
れ
ば
、
＠
．
＠
は
、
右
の
原
則
と
明
ら
か
に
異
な
る
記
述
で
あ
る
が
、

そ
の
理
由
も
や
は
り
、
「
呂
后
本
紀
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

＠
呂
后
最
怨
戚
夫
人
及
其
子
趙
王
、
酒
令
永
巷
囚
戚
夫
人
、
而
召
趙
王
。

（
中
略
）
孝
恵
帝
慈
仁
、
知
太
后
怒
、
自
迎
趙
王
覇
上
、
与
入
宮
、
自

挟
与
趙
王
起
居
飲
食
。
大
后
欲
殺
之
、
不
得
間
。
孝
恵
元
年
十
二
月
、

帝
展
出
射
°
趙
王
少
、
不
能
蚤
起
。
太
后
聞
其
独
居
、
使
人
持
敢
飲
之
。

紹
明
、
孝
恵
還
、
趙
王
已
死
。
（
呂
后
本
紀
）

⑮
（
高
后
七
年
）
九
月
、
燕
霊
王
建
蔑
。
有
美
人
子
、
太
后
使
人
殺
之
、

無
後
、
国
除
。
（
呂
后
本
紀
）

つ
ま
り
、
＠
の
如
意
は
呂
后
に
毒
殺
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
⑲
の
建
も
、

(12) 
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後
継
者
を
呂
后
の
手
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
司
馬
遷
は

通
常
と
は
異
な
る
文
字
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
死
が
尋
常
の
も

の
で
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
用

字
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
呂
后
一
派
の
横
暴
に
筆
誅
を
加
え
た
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

清
の
徐
克
苑
は
「
趙
隠
王
如
意
『
死
』
と
書
し
、
燕
霊
王
建
『
絶
』
と

（注
6
)

書
し
、
趙
幽
王
友
『
幽
死
』
と
書
し
、
趙
共
王
恢
『
自
殺
』
と
書
し
、
其

の
由
り
て
死
せ
し
所
を
言
は
ざ
る
は
、
深
く
之
を
痛
め
ば
な
り
」
（
『
読

史
記
十
表
補
』
巻
之
五
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
『
史
記
』
十
表
で
は
、
む

し
ろ
「
其
の
由
り
て
死
せ
し
所
」
を
書
か
な
い
の
が
通
例
で
あ
り
、
徐
克

痘
の
説
は
、
あ
ま
り
に
も
春
秋
の
筆
法
と
簡
単
に
結
び
つ
け
た
も
の
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

「
漠
興
以
来
諸
侯
年
表
」
に
お
い
て
、
も
う
一
っ
注
目
に
値
す
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
立
太
子
の
記
事
で
あ
る
。

⑲
孝
景
前
四
年
、
四
月
己
巳
、
立
太
子
。

「
漢
興
以
来
諸
侯
年
表
」
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
時
代
に
は
、
他
に
高

祖
四
年
、
文
帝
元
年
に
太
子
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
命
に
お
い
て
立
て
ら

れ
た
太
子
の
劉
栄
が
後
に
廃
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
表
は
、
そ
の
太
子

の
改
廃
も
、
明
記
し
て
い
る
。

⑳
孝
景
前
七
年
、
十
一
月
乙
丑
、
太
子
廃
。

（
膠
東
）
四
月
丁
巳
、
為
太
子
。

改
め
て
立
て
ら
れ
た
太
子
は
劉
徹
、
後
の
武
帝
で
あ
る
。
こ
の
改
廃
の

経
緯
に
つ
い
て
、
「
孝
景
本
紀
」
に
は
載
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

戚
世
家
」
に
詳
し
い
。

⑪
景
帝
長
男
栄
、
其
母
栗
姫
。
栗
姫
、
斉
人
也
。
立
栄
為
太
子
。
長
公

主
媒
有
女
。
欲
予
為
妃
。
栗
姫
炉
、
而
景
帝
諸
美
人
皆
因
長
公
主
見
景

帝
、
得
貴
幸
、
皆
過
栗
姫
°
栗
姫
日
怨
怒
、
謝
長
公
主
、
不
許
。
長
公

主
欲
予
王
夫
人
。
王
夫
人
許
之
。
長
公
主
怒
、
而
日
誨
栗
姫
短
於
景
帝

日
、
「
栗
姫
与
諸
貴
夫
人
幸
姫
会
、
常
使
侍
者
祝
唾
其
背
、
挟
邪
媚
道
，
」

景
帝
以
故
望
之
。
（
中
略
）
長
公
主
日
誉
王
夫
人
男
之
美
、
景
帝
亦
賢

之
、
又
有
鋭
者
所
夢
日
符
、
計
未
有
所
定
。
王
夫
人
知
帝
望
栗
姫
、
因

怒
未
解
、
陰
使
人
趣
大
臣
立
栗
姫
為
皇
后
。
大
行
奏
事
畢
、
日
、

「
『
子
以
母
貴
、
母
以
子
費
』
、
今
太
子
母
無
号
。
宜
立
為
皇
后
。
」

景
帝
怒
曰
、
「
是
而
所
宜
言
邪
。
」
遂
案
誅
大
行
、
而
廃
太
子
為
臨
江

王
。
（
外
戚
世
家
）

同
世
家
に
よ
れ
ば
、
劉
栄
が
太
子
を
廃
せ
ら
れ
た
の
は
、
彼
に
罪
過
が

あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
彼
の
母
の
栗
姫
は
、
景
帝
の
姉
で
あ
る
長
公
主

娠
と
仲
が
悪
か
っ
た
。
逆
に
劉
徹
の
母
親
に
あ
た
る
王
夫
人
は
、
長
公
主

に
従
順
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
長
公
主
は
劉
栄
を
廃
し
、
劉
徹
を
皇
太
子
に

立
て
よ
う
と
、
策
略
を
め
ぐ
ら
す
。
そ
の
策
は
ま
ん
ま
と
図
に
あ
た
り
、

劉
栄
は
皇
太
子
か
ら
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
う
。
後
に
劉
栄
は
、
廟
の
壻
垣

（
脇
の
外
側
に
め
ぐ
ら
し
た
垣
）
を
お
か
し
て
宮
を
建
て
た
と
い
う
、
言

い
が
か
り
同
然
の
罪
を
問
わ
れ
、
自
殺
す
る
。

表
に
お
い
て
、
劉
栄
の
み
太
子
の
改
廃
を
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し

た
事
件
を
ふ
ん
で
、
司
馬
遷
が
後
世
の
鑑
と
す
る
た
め
だ
っ
た
か
ら
で
は 「

外

(13) 
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な
か
ろ
う
か
。
「
漢
興
以
来
諸
侯
年
表
」
の
裏
に
見
え
る
、
呂
后
•
劉
栄

の
二
つ
の
事
件
は
、
い
ず
れ
も
後
宮
に
そ
の
端
緒
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
、
「
十
二
諸
侯
年
表
」
に
お
い
て
も
、
諸
侯
の
国
内
の
乱
れ

の
原
因
を
、
そ
の
夫
人
•
愛
妾
に
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
「
漠
典
以
来
諸
侯
年
表
」
は
、
後
世
の

皇
帝
に
対
し
て
、
国
の
乱
れ
は
後
宮
か
ら
お
こ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ

う
と
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

結

語こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
表
は
単
な
る
機
械
的
な
記
録
で
も
、
世

家
・
列
伝
等
の
補
助
的
な
資
料
で
も
な
い
。
表
に
は
、
何
を
記
し
、
何
を

削
り
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
著
わ
す
の
か
と
い
う
司
馬
遷
の
意
識
が
、
潜

ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
字
褒
貶
の
意
図
も
、
そ
こ
に
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
そ
れ
ら
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
春
秋
の
筆

法
」
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
司
馬
遷
自
身
が
「
『
春
秋
』

の
後
を
踵
ぐ
」
（
六
国
年
表
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
表
は
『
春
秋
』

を
強
く
意
識
し
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
表
に
見

ら
れ
る
書
法
意
識
は
、
「
春
秋
の
筆
法
」
の
変
型
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
書
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
司
馬
遷
は
「

み
な咸
始
終
を
表
は
し
」
（
恵
景
間
侯
者
年
表
）
、
後
世
の
君
子
に
残
そ
う
と
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

後
に
中
国
で
は
、
歴
史
書
は
政
治
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
が
、
『
史
記
』
十
表
は
、
そ
の
―
つ
の
源
流
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注

①
関
連
す
る
論
文
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
頼
長
揚

「
司
馬
遷
与
春
秋
公
羊
学
」
（
『
史
学
史
研
究
』
一
九
七
九
年
1
四
号

所
収
）
、
施
丁
「
司
馬
遷
与
董
仲
舒
政
治
思
想
相
通
論
」
（
『
中
国
史

研
究
』
一
九
八
一
年
1
二
号
所
収
）
、
呉
汝
燈
「
史
記
与
公
羊
学
」

（
『
徐
州
師
院
学
報
』
一
九
八
二
年
1
二
号
所
収
）
、
程
金
造
「
従
《
春

秋
》
看
《
史
記
》
在
古
史
学
上
的
発
展
」
（
『
中
国
史
研
究
』
一
九
八

五
年
1
四
号
所
収
）

②
「
十
二
諸
侯
年
表
」
・
「
伍
子
脊
列
伝
」
共
に
異
同
は
な
い
。

③
清
•
徐
克
苑
も
「
迎
女
・
送
女
・
姿
夫
人
不
悉
書
、
書
者
有
為
也
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

④
『
史
記
会
注
考
証
附
校
補
』
巻
十
五
に
「

O
園
無
我
字
而
作
怒
」
と
、

清
朝
の
乾
隆
四
年
(
-
七
三
九
年
）
武
英
殿
校
刊
本
の
み
「
怒
」
に
作
っ

て
い
る
。

⑤
「
太
史
公
自
序
」
に
従
っ
て
「
漢
興
以
来
諸
侯
年
表
」
と
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
用
い
た
テ
キ
ス
ト
の
表
記
に
従
っ
て
お
く
。

⑥
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
、
「
（
趙
）
幽
死
。
」
に
作
る
も
の
が
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
特
異
な
記
述
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑦
次
の
よ
う
に
「
卒
」
に
作
る
も
の
が
一
例
だ
け
あ
る
。

元
光
三
年
（
前
一
三
二
年
）

（
斉
•
妹
王
二
十
二
年
）
卒
。
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